
○農薬取締法（昭和二十三年法律第八十二号 （抜粋））

第三条 農林水産大臣は、前条第三項の検査の結果、次の各号のいずれかに該

当する場合は、同項の規定による登録を保留して、申請者に対し申請書の記

載事項を訂正し、又は当該農薬の品質を改良すべきことを指示することがで

きる。

一～三（略）

四 前条第二項第三号の事項についての申請書の記載に従い当該農薬を使用

する場合に、当該農薬が有する農作物等についての残留性の程度からみて、

その使用に係る農作物等の汚染が生じ、かつ、その汚染に係る農作物等の

利用が原因となつて人畜に被害を生ずるおそれがあるとき。

五 前条第二項第三号の事項についての申請書の記載に従い当該農薬を使用

する場合に、当該農薬が有する土壌についての残留性の程度からみて、そ

の使用に係る農地等の土壌の汚染が生じ、かつ、その汚染により汚染され

る農作物等の利用が原因となつて人畜に被害を生ずるおそれがあるとき。

六 当該種類の農薬が、その相当の普及状態のもとに前条第二項第三号の事

項についての申請書の記載に従い一般的に使用されるとした場合に、その

水産動植物に対する毒性の強さ及びその毒性の相当日数にわたる持続性か

らみて、多くの場合、その使用に伴うと認められる水産動植物の被害が発

生し、かつ、その被害が著しいものとなるおそれがあるとき。

七 当該種類の農薬が、その相当の普及状態のもとに前条第二項第三号の事

項についての申請書の記載に従い一般的に使用されるとした場合に、多く

の場合、その使用に伴うと認められる公共用水域（水質汚濁防止法 （昭

和四十五年法律第百三十八号）第二条第一項 に規定する公共用水域をい

う。第十二条の二において同じ ）の水質の汚濁が生じ、かつ、その汚濁。

に係る水（その汚濁により汚染される水産動植物を含む。第十二条の二に

おいて同じ ）の利用が原因となつて人畜に被害を生ずるおそれがあると。

き。

八～十（略）

２ 前項第四号から第七号までのいずれかに掲げる場合に該当するかどうかの

基準は、環境大臣が定めて告示する。

３（略）

○農薬取締法第三条第一項第四号から第七号までに掲げる場合に該当するかど

うかの基準を定める等の件（昭和４６年農林省告示第三百四十六号）(抜粋)

四 法第二条第二項第三号の事項についての申請書の記載に従い水田において

当該種類の農薬を使用した場合に、その使用に係る水田の水中における当該

種類の農薬の成分の百五十日間における平均濃度が環境基本法（平成五年法

律第九十一号）第十六条の規定に基づく水質汚濁に係る基準（人の健康を保



護するうえで維持されることが望ましい基準として定められたものに限る。

以下この号において同じ ）において定められた当該成分の基準値の十倍を。

超えることとなる場合（当該成分に係る同条の規定に基づく水質汚濁に係る

基準が定められていない場合には、当該種類の農薬の毒性に関する試験成績、

使用方法等に基づき環境大臣が定める基準に適合しない場合）は、法第三条

第一項第七号（法第十五条の二第六項において準用する場合を含む ）に掲。

げる場合に該当するものとする。




